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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年11月15日(2013.11.15)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用キットであって、患者の腸骨稜に係合することによって、腰仙の椎間板空間に側
方からアクセスするものであり、このキットが、
　一対の側方に間隔を隔てたプレートを備えたブラケットであって、一対の側方に間隔を
隔てたプレートの各々が他方の内面に面する一方の内面を形成し、これらのプレートは内
面の間に受入れ空間を形成し、受入れ空間はブラケットを腸骨稜に取付けるように、腸骨
稜を受入れるように形成されている、上記ブラケットと、
　ブラケットに直接に取付可能な開創器であって、開創器は腰仙の椎間板空間に向かう方
向に延びる通路を形成し、開創器は、通路を形成する内径を形成し、且つ収縮位置と伸延
位置との間にて可動であり、ここで、内径は、開創器が収縮位置にあるときに比べて、開
創器が伸延位置にあるときに大きくされる、上記開創器と、
　を備えていることを特徴とするキット。
【請求項２】
　開創器は、複数のセグメントを具備し、それぞれのセグメントは、長手方向に延在する
フランジを有してなる第１の側部と、長手方向に延在する拡張リンクを有してなる第２の
側部とを有し、それぞれのセグメントにおけるフランジは、隣接するセグメントの拡張リ
ンクに受け入れられることを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項３】
　セグメントは、円筒形管を形成するために結合されることを特徴とする請求項２に記載
のキット。
【請求項４】
　ブラケットは、係合レールを備え、開創器は、係合レールと摺動可能に係合可能なガイ
ドを備えていることを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項５】
　ブラケットは、ブラケットガイドを備え、開創器は、ブラケットガイド内に摺動可能に
受け入れられるように形成されている係合レールを備えていることを特徴とする請求項１
に記載のキット。
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【請求項６】
　第１プレート及び第２プレートは、可撓性指部を備えていることを特徴とする請求項１
に記載のキット。
【請求項７】
　開創器は、内側部を備え、開創器の内側部は開創器がブラケットに直接に取り付けられ
た後にアクセス可能にされていることを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項８】
　第１プレート及び第２プレートのうちの１方は、調整可能なロック取付具を備えている
ことを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項９】
　調整可能なロック取付具は、親指ねじであることを特徴とする請求項８に記載のキット
。
【請求項１０】
　調整可能なロック取付具は、第１プレート及び第２プレートの両方と係合し、締め付け
られる場合に、第１プレート及び第２プレートを共に締め付けるようになっていることを
特徴とする請求項８に記載のキット。
【請求項１１】
　ブラケットは、つなぎケーブルにより引かれるときに、力をブラケットに付与させ且つ
腸骨稜の向きを偏向させる少なくとも１つのつなぎフックを備えていることを特徴とする
請求項１に記載のキット。
【請求項１２】
　各ブラケットガイドは、１対の間隔を隔てた壁を有する本体を備えていることを特徴と
する請求項５に記載のキット。
【請求項１３】
　１対の間隔を隔てた壁は、垂直方向に細長いＵ字形状レセプタクルを形成していること
を特徴とする請求項１２に記載のキット。
【請求項１４】
　ブラケットガイドは、各ブラケットガイドの下端を横切って延びるストッパプレートを
備えていることを特徴とする請求項５に記載のキット。
【請求項１５】
　開創器は、複数の弓形要素と、各弓形要素は、第１の部分と第１の部分を入子式に受け
入れる第２の部分とを有することを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項１６】
　さらに、細長いハンドルと軸とを有している少なくとも１つのツールを備え、このツー
ルの少なくとも１部分は、通路を通って、腰仙の椎間板空間に挿入されるように形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項１７】
　開創器は、第１の開口部を形成する近位端と、第２の開口部を形成する近位端と反対の
位置にある遠位端とを有し、通路が第１の開口部と第２の開口部との間において延び、開
創器は、長手方向において細長く形成され、且つブラケットに取付可能であり、一対の側
方に間隔を隔てたプレートのうち少なくとも１つは、長手方向に関して第１の開口部と部
分的に重複することを特徴とする請求項１に記載のキット。
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